
準都市計画区域の指定に関する

検討について

1

資料２

（資料２ P１ ～ P７ ）

２

これまでの経緯について

清武南インターチェンジ周辺の利便性が更に向上し、
無秩序な都市的土地利用の可能性が高まっている

東九州自動車道 清武南・日南北郷間の開通を機に

準都市計画区域指定の
必要性について

専門委員会



３

専門委員会での意見について

インターチェンジ周辺では、地域経済、人・物の流れ
を変化させるため規制をかけるのは望ましい。

検討範囲内は森林が広がっており、国の方針では準都市計画区域
に含めないことが望ましいとされている。
指定する場合には、しっかりとした根拠や理由が必要である。

国が示す都市計画運用指針と検討範囲内の整合について

４

昨年度までの方針について

①都市計画基礎調査による客観的な分析結果
②関係法令を所管する部局と区域指定の要否に関する最終的な調整

宮崎県都市計画基礎調査
（準都市計画区域候補区域）

保安林 準都市計画区域には含めない

森林 農用地区域




